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児発管の役割

子どもの権利を守る
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4

こども施策の基本理念

〇全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと

〇全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教
育を受けられること

〇年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加
できること

〇全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最
もよいことが優先して考えられること

〇子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、

家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること

〇家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

5

障害児支援の基本理念

〇障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供

（こどものウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇合理的配慮の提供

（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）

〇家族支援の提供

（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支援）

〇地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進

（一般のこども施策との併行利用や移行に向けた支援、地域で暮らす

他のこどもとの交流などの取組）

〇事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供

（関係機関や関係者の連携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）
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6

障害児支援に関わる者の責任

子どもの発達に関わる責任

・大人になっていく成長・発達過程に関わる、人格形成に影響を与える重要な時期に関わ
る重い使命と責任を負っていること

・この重い使命と責任を果たすためには、子どもの発達の正しい理解と支援に関する技術
が必要であること

⇒ 適切な支援の不提供＝法令遵守できていない

こどもの権利が守られていないということ

・自事業所だけで完結せず、常に関係機関、他職種との連携を図ること

⇒ 支援の厚みが増すだけでなく、自事業所が適切な支援を提供できているか

について他者の目が入ることになる

7

障害児支援の基本姿勢～権利の尊重～

障害のある子どもにおける支援の構造（権利保障の観点から）

すべての子どもの権利
・生きる権利
・育つ権利
・守られる権利
・参加する権利

障害者の権利
・インクルージョン
・合理的配慮
・療育・・・

「子どもらしくいられること」

（＝生き活き育つ）

・全ての子どもの権利が保障され、
その目標が達成されるよう、
障害児には障害や特性に応じた
「合理的配慮」を提供する
（＝障害者としての権利保障）
・障害児特有の権利がある
わけではないことに留意
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8

児童の権利に関する条約

４つの柱

生きる権利 育つ権利 守られる権利 参加する権利

子どもたちは健康に生まれ、
安全な水や十分な栄養を
得て、健やかに成長する権
利を持っている。

子どもたちは教育を受ける
権利を持っている。また、
休んだり、遊んだりするこ
と、様々な情報を得ること、
自分の考えや信仰が守られ
ることも、自分らしく成長
するために、とても重要。

子どもたちは、あらゆる種
類の虐待や搾取などから
守られる権利を持っている。
障がいがある子ども、少数
民族の子どもなどは特に守
られなければならない。

子どもたちは、自分に関係
のあることについて自由に
意見を言ったり、集まって
グループをつくったり、活
動することができる権利を
持っている。その際は家族
や地域社会の一員としての
ルールを守って、行動する
ことが大切。

9

権利擁護は「子ども」と「障害」の両方の視点から

「障害児」という子どもはいない

・ 小さな「障害者」ではなく、まずは「子ども」である

⇒ チャイルド・ファースト（Child with disabilities など）

・ 子ども自身が意思決定過程に参画する（意見表明と尊重）

「障害」のある子どもとしての権利擁護

<１>「子ども」としての全ての権利が障害児にも保障される

⇒ 子どもとしての権利を保障する（発達の視点）

<２>障害があることによる生きづらさや育ちにくさ、経験不足に対する機会の保障と特
別な配慮（合理的配慮）が不可欠（障害の視点）

⇒ 障害のある人としての権利を保障する
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児童期における最新情勢

11

こども家庭庁の創設（令和５年４月）

１．こども家庭庁とは

こども家庭庁のスローガンは「こどもまんなか」。わたしたちはみなさん一人ひとりの意見を聴いてその声をまんなかに置きアクションして
いきます。

そしてみなさんにとって最もよいことは何かを考えて、政策に反映していきます。

みなさんや子育てしている人たちの困っていることに向き合い、いざというときに守るための仕組みをつくっていきます。

こども・若者がぶつかるさまざまな課題を解決し、大人が中心になって作ってきた社会を「こどもまんなか」社会へと作り変えていくための
司令塔、それがこども家庭庁です。

（こども家庭庁HP、大臣メッセージより）

２．こども家庭庁の役割

（１）こども政策の司令塔としての総合調整

例：少子化対策など

（２）省庁の縦割り打破、新しい政策課題や隙間事案への対応

例：こどもの意見反映の仕組み、幼児期までのこどもの育ち指針、こどもの居場所、日本版DBSの創設など

（３）保健・福祉分野を中心とする事業の実施

例：保育、母子保健、社会的養育、こどもの貧困対策、こどもの自殺対策、

虐待防止対策、障害児対策など

３．こども家庭庁の基本姿勢

（１）こどもや子育て中の方々の視点に立った政策立案

（２）地方自治体との連携強化

（３）様々な民間団体とのネットワークの強化
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12

こども基本法

13

こども政策に関する重要事項～こども大綱～
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14

児童発達支援ガイドライン（概要版①）

15

児童発達支援ガイドライン（概要版②）
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16

放課後等デイサービスガイドライン（概要版①）

17

放課後等デイサービスガイドライン（概要版②）
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18

保育所等訪問支援ガイドライン（概要版①）

19

保育所等訪問支援ガイドライン（概要版①）
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20

令和６年度報酬改定における個別支援計画に係る改定のポイント

総合的な支援の推進

総合的な支援を推進するため、①「健康・生活」②「運動・感覚」③「認知・行動」➃「言
語・コミュニケーション」⑤「人間関係・社会性」の５領域を全て含めた総合的な支援を提供す
ることを基本とし、支援内容について、個別支援計画等において５領域とのつながりを明確化し
た上で提供することが求められることになった。

インクルージョンに向けた取組の推進

事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるととも
に、個別支援計画において具体的な取組等について記載しその実施を求めることになった。

支援におけるこどもの最善の利益の保障

障害児支援におけるこどもの最善の利益を保障するため、事業者に対し、障害児と保護者の意
思を尊重するための配慮を求めるとともに、児童発達支援管理責任者に対し、①個別支援計画の
作成に当たり、障害児の意見が尊重され、最善の利益を優先して考慮すること、②業務を行うに
当たり、障害児と保護者の意思を尊重するよう努めることを求めることになった。

21

個別支援計画の作成に係るポイント
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22

個別支援計画の作成に係るポイント～本人支援～

個別支援計画の作成における「本人支援」のポイント

児童発達支援等では、個々のアセスメントを踏まえて、個々の発達段階や特性等に応じたオーダーメイ
ドの本人支援（発達支援）が提供されることが重要（同じ目標・支援内容の計画は想定されない）。

○ そのためには、こどもの状況を多様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析してニーズ等を
捉え、そこから必要な支援を組み立てていく。
その過程の中で、総合的な発達の視点として、５領域の視点をもつことが重要。
○（５領域の視点も網羅した）総合的・包括的なアセスメントを踏まえて、個々の育ちやニーズを保障
するために必要な目標を設定し、支援内容を組み立て、オーダーメイドの本人支援を提供するための計
画を作成する。

個別支援計画において、５領域との関連性が網羅されていること。

※ ５領域は、相互に関連する部分、重なる部分もあると考えられるため、各領域ごとに個々に異なる目標（５つの目標）を設定する
必要はない。
※ 保育所等との併行利用や、複数の障害児通所支援事業所を組み合わせて利用している場合は、保育所等や他の事業所での支援内容
とお互いの役割分担を踏まえた上で、記載をすること。

５領域は、あくまでも、総合的な支援を行う上での発達の視点。領域に捉われすぎない、単に５領域
に対応する課題や支援への当てはめを行うだけにならないように留意。

23

発達支援の５領域の内容比較
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24

個別支援計画の作成に係るポイント～家族支援～

個別支援計画の作成における「家族支援」のポイント

こどもの成長・発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させる観点から、以下の例も参考にしながら、家

族支援について記載。

（例）

○ こどもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助

○ 家族の子育てに関する困りごとに対する相談援助

○ レスパイトや就労等の預かりニーズに対応するための支援

○ 保護者同士の交流の機会の提供（ピアの取組）

○ きょうだいへの相談援助等の支援

○ 子育てや障害等に関する情報提供等

25

個別支援計画作成時の留意点（例）
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26

個別支援計画作成時の留意点（例）

27

スライド内の資料については、

国研修の資料を参考にしています。

詳しくは、国立リハビリテーションセンターのホームページから

ダウンロード等出来ますのでご参照ください。
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